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コメ主産地 の農協 マーケテ ィングの展開戦略
一北海道の生き残 り戦略一
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「米政策改革」 の下で 「売れ る米づ くり」が

推進 されるなか,単 位農協 による米マーケティ

ングの強化が求め られている。従来,米 のマー

ケテ ィングの主体 は,お もに,経 済連 ・全農県

本部であった。 しか し,米 流通の規制緩和が進

め られる中で,近 年,単 協独 自のマーケティン

グが,県 共販 の枠 内で,あ るいは県共販 を経 由

しない直接販売によって,活 発 に行 われている。

2007年 度か ら移行する 「新 たな米需給調整 シス

テム」 は,販 売可能な数量 に応 じて,単 協管内

の生産目標数量が決定 される仕組みであるとい

って よい。そのため,水 稲作付面積の確保 のた

めにも,今 後,単 協 のマーケテ ィングがいっそ

う強まると考え られる。

こうした状況の下で,単 協 にとって重要 なこ

とは,販 売先 を確保 ・維持す るとともに,さ ま

ざまな相手先業者 のニーズに応 じて,求 め られ

る品質 ・食味 の米 を,必 要な数量だけ確保す る

ことである。「売れる米」の内容 は,良 質 ・良

食味米だけでな く,安 全 ・安心 な米,あ るいは

低価格米など,多 様化 している。単協 としては,

販売先の ターゲ ットをしぼ り,そ こで必要 とさ

れる品質 ・食味 ・数量 を確保するために,営 農

指導の強化,集 出荷施設の活用 など,生 産 ・集

出荷体制の再編が必要 となる。

本報告で事例 として取 り上げる北海道は,全

国的 には米 の食味 が相対的 に劣 るこ ともあ り,

出荷 される米 の用途 は業務用 ・原材料用 の比率

が高い。 これまで,ホ クレンを中心 として,品

質 ・食味の向上が推進 されて きた。 しか し,米

の外食 ・加工米飯 などの消費が増加す る中で,

単協 にとって も,外 食産業や米飯事業者が必要

とす る米の確保が重要 となっている。

本報告では,北 海道の米主産地である空知地

方の単位農協 を事例 として,米 マーケティング

の実態 を整理 し,そ の展開方向を明 らかにする

ことを課題 とす る。

1.北 海道における産米改良の進展

北海道においては,1980年 に特別 自主流通米

制度が創設 されて以降,ホ ク レンを中心 とした

米マーケティングが本格化 した。後発産地であ

ったため,そ の推進 は強力であった。良食味米

の生産 ・出荷 のために,主 力品種は,キ タヒカ

リ,ゆ きひか り,き らら397,ほ しのゆめへ と

転換 した。1980年 代後半以降,空 知地方 におけ

る1等 米比率は急速に上昇 し,2000年 代 に入 る

と全量1等 米出荷 が原則 ともいえる状況 となっ

てい る。販売面では,卸 売業者 などからの産地

指定が,積 極的に受け入れ られた。

北海道 においては,産 米改良の推進強化 のた

め に,1997年 産か ら品位別 の集荷 ・販売が行わ

れてい る。 この仕組みは,整 粒 歩合が高い米,

たんぱ く質含有率が低 い米 を高品質米 として,
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一般米 とは仕分け して集荷 し,販 売 ・精算価格

に格差 を付けるものである。

こうした集荷 の仕組みの もとで,北 海道にお

ける産米改良は進展 した。 しか し,道 内の産地

において,品 質 ・食味の地域格差が解消 したの

ではな く,気 候条件や土壌条件 な どによって,

潜在的 には,大 きな格差が存在 している。

1等 米比率 についてみ ると,2003年 産の不作

時においては,一 方で,農 協 によっては1等 米

比率が100%で あるの に対 して,他 方 で,一 部

の農協では,そ の比率が低 くなっている。高品

質米 についてみて も,2001年 以降,北 空知 にお

いては比較的高 くなっているが,南 空知中央や

南々空知 においてはきわめて低 く,中 空知では

その中間となっている。

こうして,空 知地方 においては,地 域ごとの

産米の品質 ・食味 に応 じたマーケテ ィングが必

要 となっている。 とくに,良 質 ・良食味米の生

産 ・出荷が相対的 に難 しい地域 においては,あ

る程度 の良食味米 を確保 するとともに,外 食事

業者や加工業者 に対 して低品位の米の販売が重

要 となっている。

2.A農 協におけるブレン ドによる均質化

A農 協 は,2つ の町 をエ リア とす る農協 であ

る。管内の水稲作付面積 は5,050ha,う るち米

販売量 は22,521tと なっている。A農 協 の戦略

の特徴は,全 道共販 による仕分けの基準 よりも,

さらに細分化 して集荷 し,実 需者 ごとに出荷す

る米 の品質 を安定化 させ るために,そ れらをブ

レン ドして出荷 していることである。

A農 協 は,出 荷数量 の大部分が産地指定 を受

けて い る中 で,あ る外 食 業者 へ の 数量 は約

8,000t,全 体の4割 を占めている。 この業者

は,た んぱ く質含有率 が6.9～7.5%の 米 の納入

を要求 している。これに対応 してA農 協は,集

荷時の米仕分区分 を細分化,全 道共計 における

「一般米」の区分 を,A農 協独 自の基準で さ ら

に2つ に分 けてい る。そ して出荷す るときは,

この外食業者が指定する基準 を満 たす ように,

い くつかの区分 の米 をブレン ドして,安 定 した

品質の米 を出荷する とい う対応 をとっている。

A農 協 にお ける区分別 の集荷量 ・比率 には,

年産によって差がある。そのため,あ る特定 の

実需者へ出荷する米 と,農 協の仕分け区分 とを

直接 に対応 させ て しまうと,必 要 な数量が確保

できない可能性がある。そこで,A農 協 は,い

くつかの仕分区分の米 を産地でブレン ドす るこ

とによって,ど の年産であって も,均 一な品質

の米を,必 要 とされる数量だけ出荷 できる体制

を作 っている。

3.B農 協 における地域区分による品質別集荷

目標の設定

B農 協 は,1993年 度 に設立 された,2市1町

1村 をお もなエ リア とす る広域 合併 農協 であ

る。管内の水稲作付面積 は8,840ha,う るち米

の販売量 は約3万tと なっている。B農 協 の戦

略の特徴 は,業 務用 ・原材料用の実需者 の要求

に応 じた米 を確保す るため に,管 内を2つ の地

域に区分 し,地 域別 に品質別集荷数量の 目標 を

設定 したことである。

全道的な産米改 良の推進の もとで,当 初,B

農協 において も,高 整粒米 ・低たんぱ く米 の出

荷数量の拡大 の取 り組みが,土 壌条件の格差 に

関わらず,地 域全体 として推進 された。しか し,

この過程で,管 内における米 の品質 ・食味 の地

域差が明瞭になった。農協 としては,こ うした

地域差を,販 売対応 と連動 させ る必要があった。

販売面では,B農 協 は,一 部は家庭用米 とし

て出荷 しつつ も,業 務用 ・原材料用の実需者 と

の結びつ きを強めた。外食産業 ・加工米飯事業

者 には,一 方で,比 較的高い品質 ・食味 を求め

る業者がいるが,他 方で,品 質の均一性 を前提
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に低価格米 を求める業者がいる。ある外食事業

者は,丼 物用 として,比 較的高い品質の米 を要

求 してる。 この業 者 には,き らら397の 「準情

熱米」 を出荷 している。他方,加 工米飯業者 は

低価格米 を求めている。ある加工米飯業 に対 し

ては,冷 凍や きお に ぎ り用 と して きらら397,

冷凍 ピラフ用 として大地の星の集荷全量,ま た,

他 の加工米飯業者 には無菌包装米飯用 として き

らら397を 販売 している。

こうした状況の下 で,農 協 は,2005年 度 より

管内を低 たんぱ く米 の出荷 により適 した 「東地

区」 と,そ れが比較的困難 な 「西地区」 に区分

した。そ して,地 域別に品質 ・食味別の集荷数

量の目標 を設定 した。

「東地域」 では,家 庭用米 に対応するために,

良質 ・良食味の高い 「情熱米」 の出荷が重視 さ

れた。「西地域」 では,「 情熱米」の出荷 を目標

とせず,比 較的高い品質 ・食味の 「準情熱米」

の拡大 を目指す ことに した。 また,「 西地域」

では低価格米 を求める業者のために,特 定業務

用途 として,大 地の星,き らら397の 多収米 に

も力 を入れることになった。加工米飯業者向け

の 「大地の星」,特 定業務用 きらら397の 生産 は,

「西地域」 に限定 した。 この大地の星,特 定業

務用の きらら397に ついて は,全 道共販下での

低価格での販売 となる。これ らの米 については,

生産者は,収 入 を確保す るために,肥 料 を多投

し,多 収量栽培 をお こなっている。

4.C農 協 における低品質米の直接販売

C農 協 は,1994年 に町内の2つ の農協が合併

して設立 された。管 内の水稲作付面積は3,550

ha,う るち米の販売数量 は12,525tと なってい

る。C農 協 の戦略の特徴 は,品 質が低い米 を,

外食事業者や加工業者 に,「 仲買業者」 を通 し

て直接販売 し,メ リットを生産者に還元 してい

ることである。C農 協 は,製 品についてはホク

レンに出荷 し,規 格外米,低 品位米,く ず米な

どについては,「 仲買業者」 を経由 しつつ,外

食事業者や加工業者 に販売 している。

C農 協 の直接販売の拡大の特徴 は,2003年 産

の不作 を契機に,特 定米穀などの直接販売を拡

大 した ことである。不作 による品質不良 によっ

て大量に発生 した低品質の米 を,計 画外米,規

格外 米な どとして,ホ クレンを経由せずに直接

販売 した。2003年 度 にお ける直売の数量 は約

6,000t,比 率は7割 にも達 した。

こうして拡大 した直接販売は,平 年作 の2004,

05年 産において も,6,000t台 を維持 している。

ホ ク レンへ の出荷数量 を回復 させる とともに,

直接 販売 について は,「 仲買業者」 に対 して,

くず米 を継続 して出荷 している。 また,2003年

産で低 品位米,規 格外米 として出荷 していた部

分 については,計 画外流通米 として出荷 を継続

している。

C農 協が直接販売する米の用途は,業 務用 ・

原材料用が中心 となっている。 くず米 について

は,醸 造用 ・米菓用 ・飲料 メーカーに茶系飲料

の原料用,外 食事業者で使用する米の増量用 と

して販売 している。 また,製 品については,外

食事業者,集 団給食用 に販売 している。

ここでの特徴 は,一 つ には,販 売先について,

「仲買業者」 を通 しつつ も,で きるだ け最終 的

な実需者 を特定 したうえで,販 売 していること

である。い ま一つは,ホ クレンによる販売 と競

合 しないように,ホ クレンが出荷する ような大

手の卸売業者 には出荷せず,中 小規模 の 「仲買

業者」 に販売 していることである。

直売の価格水準は,ホ クレンによる販売価格

よりも低 いが,全 道共計 の経費 を負担 しない分,

ホク レンの精算価格 を上 回ってい る。 こうした

直接 販売 に よって得 られたメ リ ッ トについて

は,生 産者に還元 している。
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5.お わ り に

最後 に,北 海道 における単協 のマーケテ ィン

グ戦略の展望について整理 したい。

第1に,実 需者が必要 とする品質 ・食味 ・数

量 ・価格 の米の確保 においては,地 域の実情に

応 じた形で,推 進す る必要がある。事例農協 に

ついていえば,空 知地方 において食味が 中位程

度のA農 協 においては,細 分化 された基準で集

荷 し,販 売先 に応 じてブレン ドす るというもの

であった。管内の地域格差の大 きいB農 協 にお

いては,用 途 に応 じて地域区分 をする必要があ

った。具体 的対応の方法 は,施 設の整備状況,

その性能,管 内の地域差の度合い などによって

異なるが,必 要 とされる米 をそろえるための生

産 ・集出荷体制の整備が きわめて重要 となって

くる。

第2に,全 道共販 における集荷 ・販売体制 の

あ り方 と,単 協 のマーケテ ィング との関連 につ

いてである。 これまでの,全 道共販下での,1

等米や高品質米 の出荷の推進は,か つて市場の

評価が低かった北海道米 の品質向上に,大 きく

寄与する ものであった。 しか し,最 近,単 協独

自のマーケテ ィング と必ず しもかみあわない面

がでている。たとえば,B農 協 における特定業

務用 きらら397の 価格形成 は,全 道共計下での

価格差に従わなければならず,実 需者 と直接 に

価格交渉 をす ることはできない。今後,全 道共

販下 において も単協 と実需者 との間で,あ る程

度の 自由が きく価格形成 を可能 とすることも検

討 されて よいだろう。

第3に,単 協 による直接販売 と全道共販 との

関係 についてである。単協 とホクレンとが同 じ

業者 に販売すれば,そ れ らが競合する可能性が

ある。 また,大 規模 な業者への単協直売は,買

い叩 きにあう可能性 もある。C農 協 の直売 にお

いては,直 接 の販売先の 「仲買業者」 は中小規

模が中心であ り,最 終的な実需者 をで きるだけ

特定 してお り,単 協 による販売チャネルの コン

トロールがで きている といって よい。 ホクレン

の販売 とは,流 通規模の点で 「すみわけ」 を行

っている。 この ように,今 後の直売は,全 道共

販 とは競合 しない形態で進 めてい くことが重要

である。
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